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令和６ 年度第３ 回下野市行政改革推進委員会 

 

日時    令和６ 年１ １ 月１ ５ 日（ 金）  午前９ 時０ ０ 分から 午前１ １ 時５ ５ 分 
出席委員  中村祐司会長、 金田幸子委員、 柳澤正弘委員、 川俣一由委員、  

小林政則委員、 太田芳一委員、 髙橋志津子委員、 中西稔委員、 野田善一委員 

欠席委員  平井勲委員 

市側出席者 ①伊澤総合政策部長、 増山市民協働推進課長、 小野課長補佐 

②倉井総務部長、 西松総務人事課長、 岡村課長補佐 

③直井市民生活部長、 上野安全安心課長、 工藤主幹 

④荻原健康福祉部長、 川嶋社会福祉課長、 植野課長補佐 

⑤倉持都市建設部長、 永塚整備課長、 五月女主幹 

 

 

（ 事務局） 伊澤総合政策部長、 川俣総合政策課長、 早乙女課長補佐、 漆原副主幹、 津田副主幹 

公開・ 非公開の別  公開 

傍聴者     なし  

議事録作成日  令和６ 年１ １ 月２ ０ 日 

 

○次第 

１  開会       

２  会長あいさ つ 

３  議事       

（ １ ） ヒ アリ ングの実施方法について  資料１ －１ ～１ －３  

（ ２ ） 行政評価市民評価事業ヒ アリ ング 

① 自治会長等事務報償事業  資料２ －１  

② 土地管理事業    資料２ －２  

③ 地域公共交通計画策定事業 資料２ －３  

④ 地域づく り に向けた支援事業  資料２ －４  

⑤ 住宅政策費    資料２ －５  

（ ３ ） 全体協議 

（ ４ ） その他 

４  閉会    

 

 

○開会 

川俣課長： 令和６ 年度第３ 回下野市行政改革推進委員会を開会し ま す。  

 

○会長あいさ つ 

中村会長：  本日はあり がと う ございま す。 今日は 10 事業のう ちの後半の５ つの事業と いう こ

と で、 やり 取り をし ながら 、 ま た皆さ んから の宿題の方も やっていただき ながら 進め

ていき たいと 思いま す。 長丁場ですが、 個人的にはあっと いう 間です。 皆さ んと のお

話し 、 質問、 やり と り が勉強になる と 思いま す。 途中休憩をはさ みながら 進めていき

たいと 思いま すので、 よ ろし く お願いし ま す。  

 

川俣課長： それでは議事に入り たいと 思いま す。 行政改革推進委員会条例第６ 条によ り 会長が

議長になる と し ており ま すので、 以降の議事進行につき ま し ては、 中村会長にお願い

いたし ま す。  

 

中村会長： ま ずはじ めに会議成立確認と 、 会議録署名についてお諮り し ま す。 本日の欠席委員

は１ 名です。 委員数１ ０ 名のう ち、 過半数以上の委員が出席し ていま すので、 下野市
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行政改革推進委員会条例第６ 条第２ 項の規定によ り 会議は成立と なり ま す。  
今日は傍聴者はいま せん。 次に今回の会議録署名人委員を指名いたし ま す。 名簿順に

よ り 野田委員と 中西委員を指名いたし ま す。 署名人の方は、 本日分の会議録に署名し

ていただく こ と になり ま すのでよ ろし く お願いいたし ます。  

 

（ １ ） ヒ アリ ングの実施方法について 

中村会長： ヒ アリ ングの実施方法についてです。 事務局よ り 説明をお願いし ま す。  
【 事務局よ り 資料１ について説明】  

 

中村会長： 何か質問等ございま すか。  

（ 質問なし ）  

 

 

（ ２ ） 行政評価市民評価事業ヒ アリ ング 

中村会長： それではヒ アリ ングに入り ま す。 「 自治会長等事務報償事業」 について説明をお願

いし ま す。  

【 市民協働推進課よ り 資料２ －１ について説明】  

 

中村会長： あり がと う ございま す。 それでは、 ただ今の説明を踏ま えて、 委員の皆様から 質問

はございま すか。  

 

中西委員： 今私が住んでる 自治会でも 退会者が非常に多いです。 自治会が何のために存在する

のか、 自治会のあり がたみが問われていま す。 転入者も 最初は自治会に入り ま すが、

半年ほどで退会し てし ま いま す。 自治会の活動意義、 加入によ る 重要性、 あり がたみ

がどこ ま である のか、 整理し 、 皆さ んに伝えて、 活動を活発化する 必要があり ま す。

金銭的な支援はよ いですが、 本質的な活動に対し て、 よ い取り 組みの共有や横展開に

ついて、 どのよ う に考えている のでし ょ う か。 自治会長ガイ ド ブッ ク 、 加入促進ハン

ド ブッ ク を拝見し たいです。  

 

小野課長補佐： 毎年自治会長研修会で自治会長ガイ ド ブッ ク 、 加入促進ハンド ブッ ク を配布し

ていま す。 そのほか、 転入者向けに自治会を紹介する チラ シも あり ま す。 チラ シでは

災害時に近所の結びつき で救われたと 80%の人が答えている 、 と いったデータ も 紹介

し ていま す。 その他、 自治会お悩み解決ハンド ブッ ク も 自治会長に配布し ていま す。  

 

伊澤部長： 今回の事業は金銭的な支援がメ イ ンですが、 加入促進に当たっては、 高齢化も 進む

中で地域コ ミ ュ ニティ はま すま す重要になってく る と 市と し ても 考えており 、 広報紙

も 活用し ながら 、 災害時の対応など、 自治会の重要性を伝えていく こ と が課題と 考え

ていま す。 自治会費の負担、 役員の負担を軽減でき る よ う な取り 組みも 必要と いう こ

と で、 今回の事業は行っていま す。  

 

中西委員： やめる 人は 2 種類いま す。 若い人が、 何をし てく れる のか分から なく てやめる 場合

と 、 年寄り が広報も ＨＰ で見れる し 、 活動が負担だから 辞める 場合です。 高齢化が進

む中でいかに助け合う 環境を作る かが重要ですが、 自治会が何をし てく れる のかが明

確になら ず、 活動の意義・ 目的が伝わり ま せん。 自治会長にも 伝わり ま せん。 研修等

を通し て、 どう やって自治会を活性化さ せる かに取り 組んでいただければあり がたい

です。  

 

川俣委員： メ リ ッ ト 、 デメ リ ッ ト を確認する 人が多いと 思いま す。 コ ロ ナ関係で約４ 年間自治

会活動が滞り ま し た。 去年から 体育祭も 再開し ま し たが、 以前なら 28 く ら いの自治

会が参加し ま し たが、 去年・ 今年と 15 く ら いに減り ま し た。 石橋なども 同様で、 50
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の自治会があり ま すが、 半分程度し か参加し ま せん。 コ ミ ュ ニケーショ ンがほと んど

ない状態になってし ま いま し た。 何と か盛り 上げよ う と し ま すが、 自治会長が１ 、 ２

年で代わる ため、 なかなか地域になじ めず、 高齢化し て自治会長も 班長も でき ないか

ら 辞める 、 と いう こ と も あり ま す。 高齢世帯は自治会費を半額にする などで、 加入を

促進し よ う と し ていま す。 こ の点については、 勉強会を開く などし ていき たいと 考え

ていま す。  

令和 4 年 12 月に自治会加入促進の協定を締結し た宅建協会と はま だ一度も 経過を話

し 合ったこ と がないので、 年度内に協議をし たいと 考えていま す。  

 

中村会長： 会長謝礼について、 5 万プラ ス の世帯割 400 円×世帯数はど う いう 意味でし ょ う か。  

 

小野課長補佐： 5 万の基本にプラ ス し て、 例えば世帯数が 10 なら 10×400 円を加算し 、 54, 000

円を自治会長に謝礼と し て渡し ていま す。  

 

中村会長： こ こ ま でやっている 自治体は珍し いのではないでし ょ う か。  

 

小野課長補佐： 手厚いほう です。  

 

太田委員： 自治会はコ ミ ュ ニティ づく り の核で非常に大事です。 なぜ加入率が下がっている の

かは、 高齢化、 共稼ぎ世帯の増加、 休みの日に行事がある が、 働いている 人も 多い、

会費と 恩恵がはっき り し ないと いった理由が挙げら れます。 広報は、 う ちでは班長が

配っており 、 会長は班長と し かつながっていないので、 実態を知り ま せん。 災害や認

知症高齢者の助け合いには日頃のつながり が重要です。 自治会への加入・ 退会だけを

見ていても 解決し ま せん。 日頃から 人間関係を作る よ う な取り 組みが必要です。 民生

委員の活用・ 連携を考えてはどう でし ょ う か。 民生委員は小学校単位でいま す。 民生

委員は国（ 厚生労働大臣） から 委嘱を受けており 、 安否確認のための家庭訪問も でき

ま す。 秘密保持の義務も あり ま す。 地域の民生委員を糸口に家庭の課題解決につなげ

てはどう でし ょ う か。 地域にいる 人と 連携をする こ と で、 自治会が活性化する のでは

ないでし ょ う か。 自治会長はコ ミ ュ ニティ の中核になる 存在で、 今の社会で大事な存

在です。  

4 点伺いたい。 ①147 ある う ち、 73 は自治会所有の公民館ですが、 残り 74 はどこ が

管理し ている のでし ょ う か。 ②新規公民館を作る と いう のはど こ の話なのでし ょ う か

③光熱費負担の基準、 上限はある のでし ょ う か④移住支援金は有効に機能し ている の

でし ょ う か。  

 

小野課長補佐： ①残り は、 自治会公民館がなく 、 コ ミ ュ ニティ センタ ーを活用し ている と こ ろ

も あり 、 ま た、 一つの公民館を複数の自治会で共有し ている ケース も あり ま す。 ②今

年新設は 2 件で、 市から は新築費のう ち 500 万円を補助し ていま す。 ③光熱水費につ

いては、 今年から 均等 3 万円を自治会公民館を所有し ている 自治会に支給し ていま

す。  

 

伊澤部長： ④移住支援金は国補助 1/2、 県補助 1/4 を受けていま す。 補助金の条件に自治会加入

は必須ではあり ま せんが、 市では自治会加入を条件にし ていま す。 東京圏から 来た方

が移住支援金の対象になる ので、 若い方、 小さ い子を持つ家庭が支援金を受ける 場

合、 自治会加入のき っかけになり 、 効果が高いと 考えていま す。  

     なお、 公民館の新築について、 補助額を今年から 300 万から 500 万に引き 上げま し

た。  

 

野田委員： アメ リ カではゲート コ ミ ュ ニティ （ 塀で囲んで地域を守る ） があり ま す。 日本では

芦屋に同様のも のがあり ま す。 内向き で好ま し く ないと は思いま す。 自治体の活動は

大切ですが、 加入率の低下は好ま し く あり ま せん。 近所にト ヨ タ ウ ッ ド ホームが開発
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し た地区があり 、 ディ ベロ ッ パーと の紳士協定によ り 数十軒の全てが自治会に加入し

ま し た。 ディ ベロ ッ パーと 協働し 、 自治会に加入さ せる と いう のは実際ある のでし ょ

う か。  

 

小野課長補佐： 強制ま ではでき ていま せん。  

 

増山課長： 開発業者に自治会長さ んの連絡先をお知ら せする こ と はよ く あり ま す。  

 

伊澤部長： 自治医大の西の住宅分譲に際し ては、 元々自治会がなく 、 既存自治会と の間を取り

持ち、 自治会加入を促す取り 組みをし ま し た。  

 

野田委員： 現状では能動的には動いていないが、 今後は加入率の低下を防ぐ 面から も 、 待ちの

姿勢ではなく 、 行政から 積極的に働き かけていく こ と でよ ろし いでし ょ う か。  

 

伊澤部長： はい。 そのよ う な方向で、 市と し ても 進めていき ま す。  

 

中村会長： それでは、 以上で「 自治会長等事務報償事業」 のヒ アリ ングを終了いたし ま す。 説

明者は交代をお願いし ま す。  

 

 

中村会長： 続いて、 「 土地管理事業」 について説明をお願いし ま す。  

【 総務人事課よ り 資料２ －２ について説明】  

 

中村会長： あり がと う ございま す。 それでは、 ただ今の説明を踏ま えて、 委員の皆様から 質問

はございま すか。  

 

中村会長： 154 ある う ちの 13 と いう こ と ですが、 こ の管理事業の対象と なる のは難し いのでし

ょ う か。  

 

岡村課長補佐： 154 の内訳は団体等への有償貸付（ はく つる 会、 商工会、 薬師寺幼稚園） 、 無償

貸し 付け（ 公民館、 駐在署、 シルバー人材センタ ー） です。 13 については民地・ 宅

地と 隣接し ている ため、 管理が必要な土地になり ま す。  

 

中村会長： 非常にう ま く 使っている わけですね。 よ く 分かり ま し た。  

 

中西委員： 公有地の維持管理は必要だし 、 ぜひと も やっていただき たいです。 公有地は公共の

利益がある から 市が持つ必要がある 土地です。 公共の利益も 時代と と も に変化する の

で、 10 年、 20 年前は必要でも 、 その後必要なく なる こ と も あり ま す。 13 は今後も 必

要だから 維持管理をし ている のでし ょ う か。 今ある 市有地をど う 線引き し て活用な

り 、 公売する のでし ょ う か。 持っていれば維持管理が必要になり ま す。 将来的に使う

見込みがある から 維持管理し ている のだと 思いま すが。  

 

西松課長： 今年度の対象の土地は、 住宅に接し ている など管理が必要な状況です。 今後は有効

に活用し 、 売る なり し て利益を得る 必要がある と 考えていま す。 13 か所のう ち、

No. 5, 8, 9 が現在公売中で、 それ以外は面積が小さ かったり 、 大き い土地について

は、 活用計画を市で立てていく 部分も あり ま すが、 状況に応じ て、 中西委員が言う よ

う に有効活用し ていき たいと 考えていま す。  

 

中村会長： 売却実績も ある のでし ょ う か。 用途はなんでし ょ う か。  

 

西松課長： 令和 3 年に 2 区画 972 万円、 R4 年 1 区画 584 万円で売却し た実績があり ます。 用途
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は宅地です。  

 

中村会長： No. 1 の北関東道残地は活用する 余地がある から 持っている のでし ょ う か。  

 

倉井部長： 北関東道整備の際の残地を市で買い取ったも ので、 使い道は今のと こ ろあり ませ

ん。 今後道路が整備さ れる などがあれば歩道にする などの可能性も あり ま すが、 今の

と こ ろは使い道がない状況です。  

 

川俣委員： No. 3, 13 の清掃センタ ー跡地について聞き たいです。 清掃センタ ー跡地は調整区域

で、 準工業地域だと 思いま すが、 売り 出す場合の条件はつく のでし ょ う か。 使い道は

検討さ れていないのでし ょ う か。 面積が大き いので。 小山広域から 市にどう ぞと なっ

たのでし ょ う か。  

 

倉井部長： 清掃センタ ー跡地については、 R2 年にこ れについての庁内会議をやり ま し たが、 公

共施設で使えないかを検討し ている 状況です。  

 

太田委員： 今は景気が右肩下がり で、 土地の時代ではあり ま せん。 土地余り 現象が今後も 増え

ていき ま す。 公の土地だけでなく 民間でも 相続放棄が増えていま す。 その土地をどこ

が管理する のか。 不用地の管理について、 公売と いう 話ではあり ま せん。 どこ かが管

理し なければなら ず、 今は売れない。 有効活用、 使ってく れる と こ ろを探すこ と が必

要です。 土地の形状を見ても 、 残っている のは半端な土地で使えず、 買う 人も いま せ

ん。 需要も あり ま せん。 不用地の管理と いう 新たなテーマでやっていく し かないと 思

いま す。 土地＝公売と いう 考え方の転換が必要です。  

① 借り 上げ料はいく ら でし ょ う か。 ②公売の移住促進への寄与と は、 どう いう 意味

でし ょ う か。 実態を教えていただき たい 

 

西松課長： 資料左の表の下に記載の通り 、 R6 年度の借り 上げ料は国分寺庁舎の倉庫の土地を民

間から 183 万で借り ていま す。 も う 一つ上古山の農村公園も 31 万で借り 上げていま

す。  

     移住については、 直近で区画整理地内の保留地 3 区画を公売し た実績があり ます。

HP で公売情報を掲載し ている こ と から 、 市内に限ら ず市外の方がこ のよ う な情報を

得て、 実際に移住し てき た事例も ある と いう こ と で、 公売によ って多少なり と も 移住

定住が図ら れている と 考えていま す。  

 

太田委員： 公売する 場合、 値段などで移住者に対し て色がある のでし ょ う か。  

 

岡村課長補佐： 価格は不動産鑑定を基に決めている ので、 移住者への割引はあり ま せん。 他課

（ 総合政策課・ 整備課） ですが、 移住者に対する 補助金を交付し て、 付加価値をつけ

ていま す。  

 

中村会長： 売却 3 件検討中について、 売却が成立し た場合、 行政と 買主で進める のでし ょ う

か。 仲介の不動産業者を介する のでし ょ う か。 土地の売買は簡単ではないと 思いま す

が。  

 

岡村課長補佐： 総務人事課で直接買主と 契約し 、 登記事務ま で完結さ せま す。 法務局の方と 相

談し ながら 進めていま す。  

 

野田委員： 13 番の小山清掃センタ ー跡地、 南側の畑地など周辺の土地を買収し て、 工業用地と

し て売り 出すこ と も 考えら れる のでし ょ う か。 そのよ う は方向性を持っている のでし

ょ う か。 土地の形状がよ く ないので。  
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西松課長： 清掃センタ ー跡地については、 今後の利用について迷惑施設になら ないよ う に市も

関わり ながら 進めていき ま す。  

 

野田委員： 周辺の土地を買い上げてのミ ニ開発、 工業用地整備と いう 考えではないと いう こ と

でし ょ う か。  

 

倉井部長： 公共団体を第一優先に考えていま す。 周辺と セッ ト で、 と いう 話が今後あれば検討

の余地はあり ま すが、 今のと こ ろ市において、 周辺の土地を買って一体的にと いう よ

う な考えはあり ま せん。  

 

中村会長： 12 番の墓地隣接地は、 少子高齢化で墓地を拡張する よ う な需要はないでし ょ う か。

市営墓地のよ う にでき ないでし ょ う か。  

 

岡村課長補佐： 南河内町時代から 持っている 土地で、 隣に個人の小さ な墓地はあり ま すが、 こ

の部分だけで市営墓地のよ う な活用は難し いと 考えていま す。 隣の墓地の駐車場と し

て使われている 面も あり ま す。  

 

野田委員： 13 か所を見る と 、 将来売れる 土地は限ら れていま す。 小さ な土地は売れません。 そ

の中で、 売れる も のは少し でも 売った方がいいです。 No. 13 も 変則的な形のま ま では

売れないので、 売れる 方策を考えたほう がよ いです。 No. 9, 12, 13 を整形し て売り 出

す。 その他は売れないです。  

 

中村会長： ほかの自治体にはも っと たく さ ん市有地があり そう ですね。  

 

川俣委員： No. 9 は市街化区域だよ ね？ 

 

西松課長： 保育園跡地で、 公売中です。  

 

中村会長： それでは、 以上で「 土地管理事業」 のヒ アリ ングを終了いたし ま す。 説明者は交代

をお願いし ま す。  

  

 

中村会長： 続いて、 「 地域公共交通計画策定事業」 について説明をお願いし ま す。  

【 安心安全課よ り 資料２ －３ について説明】  

 

中村会長： あり がと う ございま す。 それでは、 ただ今の説明を踏ま えて、 委員の皆様から 質問

はございま すか。  

 

中西委員： こ の費用のほと んどが計画策定支援業務委託ですが、 市は具体的にこ の事業に対し

てどのよ う な課題を考えていて、 どのよ う なテーマ設定をし 、 事業者に指示する ので

し ょ う か。  

 

上野課長： ま ず、 現計画の検証を行いま す。 具体的にはデマンド 交通の利用の分散、 台数増、

定期路線の設定などについて、 市と し てど う する かを検討する ため、 現状把握をアン

ケート で行いま す。  

 

中西委員： 課題に対し て、 改善プラ ンを作成し ても ら う のではなく 、 課題抽出・ 分析のための

アンケート を依頼する と いう こ と でし ょ う か。  

 

上野課長： 具体的な改善方法についても 、 公共交通会議の中で諮ってと り ま と めを行います。  
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中村会長： デマンド 交通は定期路線があり 、 そこ に対し て予約する のでし ょ う か。  

 

上野課長： 現在は希望の場所から 希望の場所に運行し ており 、 タ ク シー事業に近いです。 利用

者の希望に応じ て、 迎えに行き 、 希望の場所ま で送り ます。  

 

中村会長： 頻繁に利用し ていた人が減った理由はなんでし ょ う か。 使い勝手？高齢化？ 

 

上野課長： 高齢になり 、 外出が難し く なったためです。  

 

野田委員： 計画策定支援事業と し て 830 万の委託業務が計上さ れていま すが、 地域公共交通策

定業務に限ら ず、 下野市の行政の内容を見る と 、 やっかいなも のは思考停止し てコ ン

サルに丸投げする 、 コ ンサルの跳梁跋扈が目に余り ま す。 こ んなこ と く ら い部内でで

き ないのかと 思う が、 いかがでし ょ う か。  

 

上野課長： 行政と し て責任をも って施策を進めたい。 間違いがあってはいけないと いう 前提

で、 中立的な立場で受託者から プロ の意見・ 技術を参考にし ながら 進めていき ま す。

「 策定業務」 ではなく 「 策定支援業務委託」 と いう こ と で、 考えていただければと 思

いま す。  

 

野田委員： セルフガバメ ント 、 セルフコ ント ロ ールと いう 気概をも って、 行政に当たっていた

だく よ う 、 ぜひと も お願いし たい。  

 

直井部長： アンケート の中身は市と 、 市の中の公共交通会議で検討し ていき ま す。 その中で業

者のノ ウ ハウ や、 他市町の事例も 加味し て活用し ていき ま す。  

 

太田委員： 市民の足、 高齢化が進んで、 高齢者は免許返納し ろと 言われま す。 それに見合う 手

段がある でし ょ う か。 なぜ高齢者が運転する のかと いえば、 病院、 買い物の足が必要

だから です。 買い物は生き がい、 認知症予防にも なり ます。 デマンド が一番いいです

が、 予約が取り にく い。 なぜ午前中に集中する のか、 アンケート など取ら なく ても 分

かり ま す。 午前中に病院に行き たいから です。 対策と し て、 午前の増車ができ ない

か、 き め細かさ がないと 思いま す。 補助金をも ら う には計画を作ら なければなり ま せ

ん。 そのための仕事。 形を整えないと 計画になら ないので、 専門家に頼む必要があ

る 。 そのよ う な要請も ある だろう と 思いま す。 どう やったら 納得でき る 計画ができ る

か。 市役所でも 計画はでき る と 思う が、 県や国に通り ません。 利用者に話を戻せば、

箕輪地区では住民が自主的にお金を出し 合ってラ イ ド シェ アをやっていま す。 あれが

ひと つのモデルではないでし ょ う か。 地域づく り で、 足を使ってコ ミ ュ ニティ をどう

作る か、 地域活性化など大き な核になる 仕事だと 思います。 ど う 育てていく か、 お聞

き し たい。  

 

上野課長： 箕輪の取り 組みは素晴ら し いと 考えていま す。 宇都宮市でも 地区ごと にデマンド 交

通を行っており 、 先進事例を収集し て啓発・ 発信し 、 広げら れればと 考えていま す。  

 

金田委員： ほかのと こ ろと の連携をも う ちょ っと よ く し てほし いです。 ゆう がおパーク に壬生

方面から 人が来ま す。 デマンド 交通を利用し て来ま すが、 待ち時間が結構長く 、 外で

30 分も 待つのは気の毒です。 近隣施設と の連携時間も 考慮し て、 買い物後に待たな

いよ う にし ていただければと 思いま す。  

 

上野課長： 待合場所を提供し ていただき 、 感謝申し 上げま す。 お互いがデマンド 交通だと 、 時

間の調整は難し いですが、 極力要望に近い時間に回れる よ う 、 近隣にも 状況は伝えた

いと 思いま す。  
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野田委員： 小山市の公共交通事業は優れている と の報道があり ま す。 業者に委託する 前に、 行

政間の情報交換でノ ウ ハウ を得る よ う な動き はこ れま であったのでし ょ う か。  

 

上野課長： 小山市の事例は素晴ら し いと 把握し ていま す。 小山市と 下野市のデマンド 交通の運

行形態は異なり ま す。 目的は同じ だと 思いま すが、 体系の効率的な見直し に際し て

は、 近隣の市町と の協議も 含めて行い、 外部にも 積極的に伝えたいと 考えていま す。  

 

中村会長： それでは、 以上で「 地域公共交通計画策定事業」 のヒ アリ ングを終了いたし ます。

こ こ で５ 分間の休憩に入り ま す。  

 

 

中村会長： 続いて、 「 地域づく り に向けた支援事業」 について説明をお願いし ま す。  

【 社会福祉課よ り 資料２ －４ について説明】  

 

中村会長： あり がと う ございま す。 それでは、 ただ今の説明を踏ま えて、 委員の皆様から 質問

はございま すか。  

 

中西委員： 非常に重要、 市民にも 必要な事業だと 思います。 予算化さ れている 部分はほと んど

人件費ですが、 内容は多岐にわたり ま す。 支援対象者の数はど のく ら いでし ょ う か。

こ の程度の予算でカバーでき る のでし ょ う か。  

 

植野課長補佐： 支援の対象者の数については、 昨年 10 月に窓口を開設し ま し たが、 まだま だ支

援が必要な方はいる と 思いま す。 社会福祉課だけでなく 、 高齢分野、 子ども 分野など

さ ま ざま な相談機関で受けた支援者をどう カバーし ていく かと いう 話になる のです

が、 高齢者、 障がい者、 子ども の分野における 個別の事業と は別で、 こ の事業では多

世代の交流を目指し た動き を作っていこ う と いう 取り 組みを対象と し ていま す。 人件

費と し てコ ーディ ネータ ーがあがっていま すが、 コ ーディ ネータ ー一人で全てやる わ

けではなく 、 ほかの分野の方と 連携し ながら 、 様々な取り 組みをし ていま す。 コ ーデ

ィ ネータ ーには中心になって取り 組んでいただいています。  

 

中村会長： 生活支援コ ーディ ネータ ーは別の所管のも のなのでし ょ う か。  

 

川嶋課長： SC（ 地域生活支援コ ーディ ネータ ー） は高齢福祉の分野になり 、 包括支援の一環と

し て各地域に 2 名ずつく ら いいま す。 こ ちら については社会福祉協議会が詳し いです

が、 今何が必要か、 どう いったも のがある と よ いか、 新たな地域資源の開発などで、

有償ボラ ンティ アの組織を作ったり 、 最近では移動販売車の運行など取り 組んでいま

す。 現在の地域づく り 支援コ ーディ ネータ ーは、 も と も と SCをやっていた方なの

で、 その経験を活かし て活動し ていま す。  

 

中村会長： 地域づく り 支援コ ーディ ネータ ーは 1 名で大丈夫でし ょ う か。  

 

植野課長補佐： ま る ごと 相談窓口は地域共生グループ全体で対応し ていま す。 コ ーディ ネータ

ーは、 地域づく り の一環と し て地域子ども 食堂をメ イ ンにやっていま す。  

 

中村会長： 資料１ の「 包括的相談支援」 と し てま る ごと 相談窓口が位置付けら れている のでし

ょ う か。  

 

植野課長補佐： 他の分野の相談窓口と の連携を図り ながら そのよ う に位置付けていま す。  

 

中村会長： も のすごく 間口を広く し たんですね。 こ の発想は下野市が出し たのでし ょ う か。  
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川嶋課長： 重層的支援体制整備事業は国から の方針に基づく も のです。 各市町でも こ のよ う な

窓口はでき つつあり ま すが、 下野市の取り 組みはどちら かと いう と 早い方である と 認

識し ており ま す。  

 

中村会長： 子供食堂は不足し ている のでし ょ う か。  

 

川嶋課長： 他市に比べて少ない状況です。 個人的に運営し ている と こ ろも あり ま すが、 市で把

握し ている のは１ つ２ つです。 運営継続が課題で、 食材集め、 ボラ ンティ ア集めが課

題です。 最近、 県の社会福祉協議会の中に「 子ども 食堂支援センタ ー」 が設立さ れ、

広域的に運営・ 立ち上げを支援する 相談窓口ができ たので、 そこ の支援も いただき な

がら 、 進めていき たいと 考えていま す。  

 

中村会長： 最初のこ ろの貧困対策と いう よ り は、 間口を広げている のでし ょ う か。  

 

川嶋課長： 貧困家庭だけを対象と する と 、 逆に来にく いので、 地域の子が皆で一緒に調理し 、

食事をする こ と で交流が生ま れ、 新たな友達ができ たり 、 顔見知り が増える 、 と いう

こ と を狙いと し ていま す。 ま ずは顔見知り をたく さ ん増やし て、 安心し て暮ら せる よ

う な地域づく り を目指し ていま す。  

 

太田委員： こ の事業はそも そも 社会福祉法が改正さ れてでき た事業で、 国主導。 縦割り 行政に

横串を通すよ う になったので、 高齢者、 障害者、 子供、 生活困窮者などこ れま でバラ

バラ に対応し ていたが、 複合的な問題に対応し やすく なり ま し た。 令和 3 年に施行さ

れ、 下野市は早い方だが、 一番早く はない。 相談、 参加支援、 地域づく り の 3 本柱か

ら なる 事業。 下野市はそこ をどう 考えている のか。 地域づく り 支援コ ーディ ネータ ー

はどう いう 位置づけで、 何を期待し ている のでし ょ う か。 こ れだけ読むと 、 地域づく

り で子ども 食堂を立ち上げる だけだが、 それだけが地域づく り なのでし ょ う か。 子ど

も 食堂は貧困対策で東京大田区から 始ま り 、 民間主導。 それに行政が介在する こ と に

よ り 別の問題が出てき ま す。 だから こ れま で民間、 社会福祉協議会でやっていま し

た。 それに対し て、 市はどう いう 位置づけで公設のよ う な運営をし ている のでし ょ う

か。 お祭り 騒ぎ的にやる 話ではあり ま せん。 コ ーディ ネータ ーがやる 話でも あり ま せ

ん。 コ ーディ ネータ ーはどう いう 資格でやっている のでし ょ う か。 予算的には国が

1/2、 県が 1/4 で取り 組みやすいが。 相談支援も 、 たら いま わし はダメ 、 と いう のが

基本です。 先進的な自治体は窓口を一本にし て対応し ていま す。 様々なこ と を熟知し

た職員が対応し 、 手に負えないと き は相談者を動かさ ずに担当部署の職員を呼んでく

る こ と で、 相談者が同じ こ と を何度も 説明し なく て済みま す。 それがま る ごと の意味

です。 ただ聞いて交通整理する 、 「 つなぐ 」 のでは前と 同じ です。 入り 口を間違える

と 、 仏作って魂入れずになっては、 元の木阿弥です。 コ ーディ ネータ ーにお任せでは

ないと いう こ と ですが、 生活は二つあり 、 こ こ がま た縦割り になり ま す。 地域づく り

と 生活は絡んでいま す。 大阪の豊中市は進んでいてま る ごと やっている ので、 参考に

する と よ いと 思いま す。  

 

中村会長： 地域づく り と 社会福祉、 難し い問題です。  

 

太田委員： ひき こ も り の話があり ま すが、 やる こ と は講演会だけではないか。 市でひき こ も り

者の人数を把握し ている のでし ょ う か。 オーソ ラ イ ズさ れただけで百何十万人です

が、 出てこ ないのも 200 と か 300 万と かいま す。 講演会に誰が来る のでし ょ う か。 ひ

き こ も っている 人は来ま せん。 家族も 来ま せん。  

 

川嶋課長： 昨年「 下野市引き こ も り に関する アンケート 調査」 を実施し ま し た。 結果は HP にも

掲載し ていま す。 16～70 代ま での市民のう ち 2600 件を無作為抽出し て実施し ま し
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た。 回収件数 790 件、 回収率約 30%でし た。 調査の中で、 世帯の中にひき こ も り の方

がいる と 答えた方は 30 名いま し た。 割合的に多く いる と 受け止めており ま す。  

 

太田委員： 30 はかなり 少ないです。 アンケート で分かる も のではあり ま せん。 答えたく ない人

も いま す。 なぜ民生委員の力を借り ないのですか。 民生委員は地域のこ と をよ く 知っ

ていま す。 自治会長や班長も わかっていま す。 公にする のはプラ イ バシーの問題はあ

り ま すが、 民生委員はそれができ ま す。 なぜそう いう 発想になら ないのでし ょ う か。

他の案件でも 民生委員に相談すればいいこ と がたく さ んあり ま す。 民生委員はそのた

めにいる し 、 喜んで協力し てく れる と 思いま す。  

 

植野課長補佐： 民生委員さ んについては、 毎年定例会の中で支援を必要と さ れる 方がいる 場合

は福祉ま る ごと 相談窓口にお繋ぎいただく よ う 周知し ていま す。  

 

川嶋課長： 市と し ては、 引き こ も り 者数の実数は把握でき ており ま せん。 民生委員の皆様には

定例会の中で、 福祉ま る ごと 相談窓口の案内や情報提供を呼びかけており 、 実際に情

報提供をいただいた事例も ございま す。 。  

 

太田委員： 取り こ ぼし のないよ う にし ていただければあり がたいです。  

 

中村会長： それでは、 以上で「 地域づく り に向けた支援事業」 のヒ アリ ングを終了いたし ま

す。 説明者は交代をお願いし ま す。  

 

 

中村会長： 最後に、 「 住宅政策費」 について説明をお願いし ま す。  

【 整備課よ り 資料２ －５ について説明】  

 

永塚課長： （ 事前質問に対し て） 組織改編については、 ハード 整備、 ソ フト 対策の補助事業を

整備課で取り 扱う こ と になり ま し た。 総合計画の R7 目標達成のために進捗確認は国

への R6 年度補正予算も 積極的に要求し 、 R7 予算も 約 1, 800 万増額要求中です。 日々

の PDCAを行い、 進捗が悪い場合は、 市民が利用し やすい HP の更新や目に留ま り 伝わ

る チラ シの作成、 配布によ り PR強化に努めていま す。 今年度は耐震化について、 ロ

ーラ ー作戦でチラ シを訪問配布し たほか、 無料の相談会を実施し ま し た。 移住につい

ては、 3 駅、 自治医大、 道の駅にポス タ ーを掲示し たり 、 SNS 等で首都圏への周知を

行っていま す。 空き 家バンク については、 回覧板等でチラ シ配布、 先進地の栃木市と

意見交換、 宅建協会と の連携強化を実施し ま し た。  

 

中村会長： あり がと う ございま す。 それでは、 ただ今の説明を踏ま えて、 委員の皆様から 質問

はございま すか。  

 

中村会長： 総合政策課、 安全安心課と の連携の中身を教えてく ださ い。  

 

永塚課長： 総合政策課の移住支援金と 連携し 、 東京での移住フェ アに 3 回参加し ていま す。 ま

た、 共同でポス タ ー・ パンフレ ッ ト を作成し ま し た。 安全安心課と は、 空き 家バンク

に関する 連携を実施し ま し た。  

 

中西委員： 市民の財産・ 生命を守る 観点で、 自然災害、 防犯については、 安心安全課が対応し

ている のでし ょ う か。  

 

永塚課長： 防災は安全安心課です。 空き 家を有効活用し て、 移住、 活性化を進めている のが整

備課になり ま す。  
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中西委員： 予算について R7 がピーク で、 そのあと 下がる のは、 耐震改修が来年度である 程度終

わる から でし ょ う か。  

 

永塚課長： R7 が 400 万ほど多いのは、 建築物耐震改修促進計画策定のための予算で、 その分だ

け R7 が増えたも のです。  

 

中村会長： 空き 家は残置物がある が、 それの廃棄に対する 補助はないのでし ょ う か。  

 

永塚課長： ③空き 家バンク のリ フォ ーム補助の中に、 家財処分について経費の 1/2、 上限 10 万

円を補助する 制度があり ま す。 国の一律補助になり ま す。  

 

中村会長： 耐震改修について、 S56 年以前の建築であれば、 いく ら 古く ても 対象なのでし ょ う

か。  

 

永塚課長： そう です。  

 

中村会長： 申請者側の書類手続き は国のやり 方に沿っている のでし ょ う か。 煩雑なのでし ょ う

か。 申請が手間で申請を妨げている と いう こ と はないでし ょ う か。  

 

永塚課長： 申請自体はさ ほど手間ではあり ま せん。 一番の課題は周知で、 あと は自分の家が耐

震改修が必要かどう かの認識を図る こ と が課題です。 今後は要改修住宅について、 直

接対象者に声をかけていこ う と 考えていま す。  

 

野田委員： 空き 家バンク の過年度実績について、 R2 以前は成約し ていま すが、 近年は実績がほ

と んどあり ま せん。 空き 家の需要はほと んどないのではないでし ょ う か。 国県の補助

はある のでし ょ う か。 空き 家は需要が 0 に近いので、 打ち切っても いいのではないで

し ょ う か。  

 

永塚課長： 今年の 8 月に空き 家バンク に関する チラ シを自治会回覧で周知し たと こ ろ、 8 件ほど

登録の相談が来ている 状況です。 下野市では登録・ 公表する と ほぼ成約する ため、 ポ

テンシャ ルは高い地域でし て、 住宅にも よ り ま すが、 良いも のなら すぐ 成約に至り ま

す。 今週、 宅建協会と 空き 家バンク について連携をお願いし たと こ ろであり 、 売買に

ついて、 空き 家バンク を通し た方が利用者・ 所有者・ 不動産業者相互にメ リ ッ ト があ

る と いう こ と を認識し ていただいていま す。  

 

野田委員： グリ ーンタ ウ ン内で空き 家が多いと 聞き ま すが、 その状況を教えて欲し い。  

 

五月女主幹： グリ ーンタ ウ ン内では祇園 2 丁目で 1 件登録申請があり ま し たが、 今のと こ ろ成

約には至っていま せん。  

 

野田委員： 空き 家である かどう かは、 リ アルタ イ ムで行政が把握でき る のでし ょ う か。  

 

永塚課長： 栃木市では自治会長等を通し て自ら 調べている と 聞き ま し た。 管理が悪く て苦情が

来る レベルであれば分かり ま すが、 そう でないと 空き 家かどう かの判断は難し いた

め、 最新のも のは自治会長等を通し て情報収集し ていき たいと 考えていま す。  

 

中村会長： それでは、 以上で「 住宅政策費」 のヒ アリ ングを終了いたし ま す。  

 

 

（ ３ ） 全体協議 

中村会長： それでは次に、 全体協議を行いま す。  




